
米の在庫量過多により、米価下落が懸念されます

非主食用米への転換によるリスク分散を

令和８年６月末の民間在庫量は221～234万トンに達し、過去最大水準と
なっており、今後の需給状況によっては、米価の下落が懸念されます。

・主食用米として出荷予定の一部を
加工用米、新市場開拓用米等へ用途変更

・価格下落リスクを分散できる
・自身で在庫を抱えるリスクを軽減できる
・収入の見通しを立てやすい

リスク回避のために
いまからでも
できること

用途変更の
メリット

交付金
（10a当たり）
※国・県の支援

・加工用米 ： 2.6万円以内
（内 訳）
戦略作物助成（国） ： 2万円
産地交付金（県）※1 ： 0.6万円以内
※１ 生産性向上等の取組

注意点

・営農計画書は6月30日までに提出が必要ですが、新規需要米の
取組計画書の変更は8月20日まで可能な場合があります。

・用途変更を検討する場合は、事前に取引先（JA・集荷業者等）や
地域農業再生協議会に相談し、販路の確保や営農計画書変更
期限等を御確認ください。

※市町村の独自助成については、地域農業再生協議会へお問合せください。
※交付金は契約条件や取組により変動します。詳細は裏面をご参照ください。

・新市場開拓用米 ： 3.3万円以内
（内 訳）

産地交付金（国） ： 2万円
産地交付金（県）※１ ： 1.3万円以内



加工用米、新市場開拓等への用途変更により、用途別の直接支払交付金の
支援が受けられます。

【作成・問合せ先】
茨城県県南農林事務所企画調整部門
振興・環境室 農業振興課
TEL：029-822-7086

※１ 上記のほか、市町村によっては、独自の助成が加算されます（産地交付金（地域設定）など）。
       詳細は、地域農業再生協議会にお問合せください。
※２ コメ新市場開拓等促進事業・畑地化促進事業の採択分の面積は、戦略作物助成（加工用米、米粉用米、麦、大豆、飼料作物）、

産地交付金（国）／作付け支援の対象外となります。

新規需要米で活用できる支援について

3,588
3,980

4,4164,155

※「スーパーでの販売数量・価格の推移」(農林水産省) 
(https://www.maff.go.jp/j/nousan/kokumotu/ksppos.pdf)をもとに作成

スーパーでの販売数量・価格の推移（5kg）

https://www.maff.go.jp/j/nousan/kokumotu/ksppos.pdf


米の販売は停滞！
販売数量は前年比
87％に留まる
（３月末現在）

米価
下落

令和３、４年には、在庫が200万トンを
超え、米価が下落した歴史があります

今年の米価、いくらですか？

２万円？

1.5万円？

（年）

在庫過多で、米価下落が現実味を帯びる。
今こそ需要に応じた生産を！

稲作農家の皆さまへ

７年産米の高値は、米不足
による一時的なものです。

現在の在庫は過去最大水準
であり、高値は続かないと
考えられます。

主食用米の作付は、目安を大きく上回る見込み
⇒県農業再生協議会（以下、県協）では、８年産目安を64,999ha
（前年実績比▲2.6％）としました。一方、県協が実施した作付意向
調査結果（４月末）では、目安を約2,750ha上回る意向が示されて
います。今後、在庫がさらに増加する可能性があります。



営農計画書の提出は６月末まで可能です。 田植後の今から
でも、営農計画の見直しはできます。

【お願い】
経営の全てを作付転換する必要はありません。
経営の一部、１区画（10a）からでも、非主食
用米の導入を、御検討ください。

（コメ新事業、複数年契約を活用しない場合でも、
・加工用米：2.6万円/10a、
・新市場開拓用米：3.3万円/10a の交付金が活用できます。）

制度や出荷用途の変更については，お住まいの市町村の地域農業再生協議会
またはお近くのＪＡまでお問い合わせください （チラシ作成：茨城県農業再生協議会）
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